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第１章 総則 
（ 業 務 の 適 用 ）  

第 １ 条  本 仕 様 書 は 水 道 料 金 等 取 扱 業 務（ 以 下「 本 業 務 」と い う 。）に 適 用 す

る 。  

   本 業 務 は 、 契 約 書 及 び 本 仕 様 書 に 基 づ い て 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 業 務 の 目 的 ）  

 第 ２ 条  本 業 務 は 、小 牧 市 水 道 事 業（ 以 下「 発 注 者 」と い う 。）が 行 う 水 道 料

金 及 び 下 水 道 使 用 料 、農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料 の 賦 課 及 び 収 納 等 を 適 正 且

つ 円 滑 に 実 施 す る こ と 及 び 上 下 水 道 事 業 の 業 務 の 改 善 や 効 率 化 、お 客 さ ま

サ ー ビ ス の 向 上 、 収 納 率 の 向 上 等 を 目 的 と す る 。  

 

（ 委 託 業 務 区 域 ）  

第 ３ 条  業 務 の 対 象 と な る 区 域 は 、原 則 と し て 小 牧 市 水 道 事 業 給 水 区 域 と し 、

収 納 業 務 及 び 滞 納 整 理 業 務 に つ い て は こ の 原 則 を 超 え る 区 域 と す る 。  

 

（ 委 託 業 務 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  委 託 す る 業 務 の 範 囲 は 次 の と お り と し 、参 考 と な る 業 務 量 等 を【 別

記 １ 】 に 示 す 。  

（ １ ） 受 付 に 関 す る 業 務  

（ ２ ） 収 納 及 び 滞 納 整 理 に 関 す る 業 務  

（ ３ ） 給 水 装 置 の 開 栓 ・ 閉 栓 等 に 関 す る 業 務  

（ ４ ） 給 水 停 止 に 関 す る 業 務  

（ ５ ） 検 針 に 関 す る 業 務  

（ ６ ） 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム の 端 末 管 理 に 関 す る 業 務  

（ ７ ） 量 水 器 取 替 依 頼 業 務  

（ ８ ） 共 同 住 宅 の 水 道 料 金 及 び 集 合 住 宅 の 集 中 検 針 に 係 る 水 道 料 金 等 の 特  

別 取 扱 い に 関 す る 業 務  

（ ９ ） 公 共 下 水 道 使 用 料 に 関 す る 業 務  

（ １ ０ ） 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料 に 関 す る 業 務  

（ １ １ ） 帳 票 管 理 及 び 統 計 業 務  

（ １ ２ ） 災 害 時 等 に お け る 対 応 業 務  

 

（ 委 託 期 間 ）  

 第 ５ 条  業 務 委 託 の 期 間 及 び 準 備 期 間 等 は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 業 務 委 託 の 期 間  

令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で 。  

（ ２ ） 準 備 期 間 等  

契 約 締 結 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で は 契 約 履 行 に 必 要 と な る 準 備

を 実 施 す る 準 備 期 間 と す る 。な お 、こ の 期 間 に 要 す る 費 用 は 受 託 者 の 負 担

と す る 。  

 

（ 業 務 執 行 場 所 及 び 業 務 時 間 ）  

第 ６ 条  受 託 者 は 、自 ら 指 揮 命 令 に よ り 業 務 を 円 滑 に 履 行 す る た め 、十 分 に

工 夫 を 凝 ら し た う え で 、 業 務 執 行 場 所 を 設 置 す る 。  

（ １ ） 業 務 執 行 場 所  

発 注 者 が 指 定 す る 小 牧 市 古 雅 四 丁 目 １ １ ７ 番 地 上 水 道 管 理 セ ン タ ー １

階 の 【 別 図 】 に 示 す 範 囲 に お い て 、 業 務 執 行 場 所 を 設 置 す る 。  

（ ２ ） 業 務 の 時 間  

土 曜 日 、日 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日（ 以 下「 休

日 」 と い う 。） 及 び 年 末 年 始 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で 。 以
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下 同 じ 。） は 休 業 日 と し 、 そ れ 以 外 の 日 は 、 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 ま で を 業 務 の 時 間 と す る 。  

た だ し 、業 務 の 時 間 外 に お い て 、や む を 得 な い 事 情 に よ り 開 栓 依 頼 が あ

っ た 場 合 は 対 応 す る 。ま た 、給 水 停 止 実 施 日 に お い て は 、発 注 者 と 協 議 の

上 、 業 務 時 間 を 延 長 す る も の と す る 。  

 

（ 管 理 責 任 者 の 設 置 ）  

第 ７ 条  受 託 者 は 、 自 ら 業 務 を 履 行 す る た め に 配 属 す る 業 務 従 事 者 の う ち 、

水 道 料 金 等 の 収 納 業 務 の 実 務 経 験 を 合 計 ３ 年 以 上 有 す る 者 の 中 か ら 、業 務

全 般 の 管 理 監 督 を 行 う 管 理 責 任 者 及 び 管 理 責 任 代 理 者 を 定 め る 。  

（ １ ） 管 理 責 任 者 及 び 管 理 責 任 代 理 者 の 届 出  

 受 託 者 は 、「 管 理 責 任 者 届 」、「 管 理 責 任 代 理 者 届 」を 提 出 す る 。な お 、管

理 責 任 者 及 び 管 理 責 任 代 理 者 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、「 変 更 届 」 を 提 出 す

る 。  

（ ２ ） 管 理 責 任 者 の 役 割  

 管 理 責 任 者 は 業 務 全 体 の 管 理 監 督 及 び 発 注 者 と の 調 整 を 行 う 。な お 、管

理 責 任 者 は 、 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 ・ 個 人 情 報 保 護 士 の 資 格 を 保 有 し 、

原 則 と し て 事 務 所 に 常 駐 す る 。  

（ ３ ） 管 理 責 任 代 理 者 の 役 割  
   会 議 、 休 暇 、 事 故 等 に よ り 管 理 責 任 者 を 欠 く 場 合 に は 、 管 理 責 任 者 に

代 わ り そ の 役 割 を 果 た す 。  

 

（ 業 務 従 事 者 ）  

第 ８ 条  業 務 従 事 者 に つ い て は 、 次 の よ う に 定 め る  

（ １ ）受 託 者 は 、委 託 業 務 の 実 施 に あ た り 、業 務 従 事 者 を 自 己 の 責 任 に お い

て 確 保 す る こ と と し 、「 業 務 従 事 者 の 名 簿 及 び 担 当 業 務 」 を 発 注 者 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。ま た 、業 務 従 事 者 の 異 動 及 び 変 更 等 が あ っ た 場 合 も

速 や か に 発 注 者 に 届 け 出 る も の と す る 。  

（ ２ ）受 託 者 は 業 務 従 事 者 の「 身 分 証 明 書 」を 作 成 し 発 注 者 の 承 認 を 得 て 証

明 を 受 け る も の と す る 。  

（ ３ ） 業 務 従 事 者 は 、 発 注 者 の 承 認 の も と 統 一 し た 制 服 及 び 名 札 を 着 用 し 、

写 真 入 り の 身 分 証 明 書 を 携 帯 す る 。ま た 、常 に 身 だ し な み 等 に 注 意 し 、水

道 の 使 用 者 又 は 管 理 人 等 （ 以 下 「 使 用 者 等 」 と い う 。） か ら 指 摘 等 を 受 け

な い よ う に す る 。  

（ ４ ）発 注 者 は 、業 務 従 事 者 が 委 託 業 務 の 遂 行 上 著 し く 不 適 格 と 認 め ら れ る

と き は 、受 託 者 に 対 し 、そ の 理 由 を 明 示 し て 、業 務 従 事 者 の 交 代 を 求 め る

こ と が で き る 。  

（ ５ ）受 託 者 は 、業 務 従 事 者 に お い て 、公 私 問 わ ず 、社 会 的 信 用 の 失 墜 、又

は そ の お そ れ が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 発 注 者 に 報 告 す る 。  

（ ６ ）受 託 者 は 、繁 忙 期 等 に 委 託 業 務 量 が 増 大 し た 場 合 に お い て も 、円 滑 に

委 託 業 務 が 遂 行 で き る よ う 業 務 従 事 者 の 体 制 を 構 築 す る も の と す る 。  

（ ７ ）業 務 従 事 者 は 、委 託 業 務 に 関 す る 使 用 者 等 か ら の 問 い 合 わ せ 、苦 情 等

に 対 し て は 、正 確 に 内 容 を 把 握 し 、か つ 誠 意 を も っ て 説 明 を 行 い 、使 用 者

等 の 理 解 を 得 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 現 金 取 扱 者 ）  

 第 ９ 条  受 託 者 は 、業 務 従 事 者 の 中 か ら 現 金 取 扱 者 を 指 定 し 、あ ら か じ め「 現

金 取 扱 者 届 」に よ り 発 注 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。ま た 、現 金 取 扱 者

を 変 更 す る と き も 同 様 と す る 。  

   ま た 、現 金 取 扱 に 係 る 受 領 印 に つ い て は 、受 託 者 で 作 成 し 適 切 に 管 理 す

る も の と す る 。  
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（ 委 託 業 務 実 施 計 画 書 ）  

 第 １ ０ 条  受 託 者 は 、委 託 業 務 の 履 行 に あ た り 、各 年 度 の 業 務 開 始 ま で に 各

年 度 の 業 務 実 施 内 容 及 び 実 施 工 程 、連 絡 体 制 等 を 記 し た「 委 託 業 務 実 施 計

画 書 」 を 作 成 し 、 発 注 者 の 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

な お 、「 委 託 業 務 実 施 計 画 書 」に 変 更 が 生 じ る 場 合 は 、「 変 更 計 画 書 」を

作 成 し 発 注 者 の 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 

（ 委 託 業 務 監 督 職 員 ）  

 第 １ １ 条  発 注 者 は 、委 託 業 務 監 督 職 員 を 選 任 し 、書 面 に よ り 、受 託 者 に 通

知 す る も の と す る 。ま た 、委 託 業 務 監 督 職 員 を 変 更 す る と き も 同 様 と す る 。 

な お 、 委 託 業 務 監 督 者 は 、 次 に 掲 げ る 権 限 を 有 す る も の と す る 。  

 ① 受 託 者 又 は 管 理 責 任 者 に 対 す る 指 示 、 承 諾 及 び 協 議  

 ② 委 託 業 務 を 実 施 す る た め の 帳 票 類 の 承 認  

 ③ 委 託 業 務 の 実 施 状 況 の 検 査  

 ④ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

（ 法 令 等 の 遵 守 ）  

第 １ ２ 条  業 務 の 履 行 に あ た り 、水 道 法 、地 方 公 営 企 業 法 、下 水 道 法 、地 方

自 治 法 等 の 関 係 法 令 、小 牧 市 水 道 事 業 給 水 条 例 及 び 施 行 規 程 、小 牧 市 下 水

道 条 例 及 び 施 行 規 程 、小 牧 市 水 道 事 業 会 計 規 程 、小 牧 市 下 水 道 事 業 会 計 規

程 、 小 牧 市 文 書 取 扱 規 程 、 小 牧 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 、

小 牧 市 情 報 公 開 条 例 等 業 務 に 関 連 す る 法 令 等 を 遵 守 す る 。  

 

（ 秘 密 の 保 持 ）  

 第 １ ３ 条  業 務 上 知 り 得 た 秘 密 に つ い て は 、契 約 期 間 を 問 わ ず 、第 三 者 に 漏

洩 、 又 は 自 己 の 利 益 の た め に 用 い て は な ら な い 。  

（ １ ） 記 録 物 の 持 ち 出 し 禁 止  

電 磁 的 記 録 、 帳 票 、 手 書 の 書 類 等 、 業 務 に 伴 い 作 成 し た 記 録 物 （ 以 下

「 記 録 物 」 と い う 。） は 、 業 務 の 処 理 上 必 要 と な る 場 合 を 除 き 、 発 注 者 の

許 可 な く 持 ち 出 し て は な ら な い 。  

（ ２ ） 記 録 物 の 管 理  

記 録 物 を 汚 損 、亡 失 、盗 難 及 び 流 出 な ど が な い よ う 厳 重 に 管 理 し 、電 磁

的 記 録 に つ い て は 、 セ キ ュ リ テ ィ 区 画 を 設 け る な ど の 措 置 を 講 じ る 。  

（ ３ ） 記 録 物 の 廃 棄 等  

記 録 物 の 処 分 は 、切 断 な ど の 方 法 に よ り 使 用 不 可 能 な 状 態 に し た う え で

処 分 す る 。  

（ ４ ） 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策  

  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 確 保 の た め 、情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス

テ ム の 国 際 規 格 で あ る ISO27001(日 本 工 業 規 格 「 JISQ27001」 )及 び 日 本 工

業 規 格「 JISQ15001 個 人 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト 」（ プ ラ イ バ シ ー マ ー ク ）の

認 証 を 取 得 し て い る こ と 。  

 

（ 事 故 報 告 ）  

第 １ ４ 条  使 用 者 等 と の ト ラ ブ ル 及 び 記 録 物 の 亡 失 な ど が 発 生 し た と き は 、

発 注 者 に 速 や か に 報 告 す る と と も に 、問 題 を 解 消 し た う え で 、そ の 顛 末 に

つ い て 再 発 防 止 策 と と も に 「 事 故 報 告 書 」 に よ り 報 告 す る 。  

 

（ 収 納 金 の 過 不 足 ）  

第 １ ５ 条  受 託 者 は 、取 り 扱 う 水 道 料 金 及 び 下 水 道 使 用 料 、農 業 集 落 排 水 施

設 使 用 料（ 以 下 、「 水 道 料 金 等 」と い う 。）に 過 不 足 が 生 じ た と き は 、た だ
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ち に 発 注 者 へ 報 告 す る と と も に 、 受 託 者 の 責 任 に お い て 解 決 す る 。  

 

（ 損 害 賠 償 責 任 ）  

 第 １ ６ 条  受 託 者 は 、受 託 者 の 責 に 帰 す る 理 由 に よ り 、発 注 者 及 び 第 三 者 に

損 害 を 与 え た 場 合 に は 、そ の す べ て の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。ま た

こ れ に 対 応 す る 保 険 へ 加 入 す る 。  

 

（ 委 託 業 務 の 再 委 託 ）  

第 １ ７ 条  業 務 の 一 部 を 第 三 者 に 委 任 し 、又 は 請 け 負 わ せ る 場 合（ 以 下「 再

委 託 」と い う 。）は 、あ ら か じ め 、受 託 者 は「 再 委 託 承 認 願 」を 提 出 し 、発

注 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 業 務 従 事 者 の 教 育 ）  

 第 １ ８ 条  業 務 従 事 者 の 教 育 は 、 次 の よ う に 定 め る 。  

（ １ ）受 託 者 は 、業 務 従 事 者 に 対 し て 業 務 の 処 理 手 順 、情 報 の 管 理 、法 令 等

の 遵 守 、接 遇 そ の 他 委 託 業 務 に 関 し 、研 修 等 を 実 施 し 、常 に 業 務 従 事 者 の

能 力 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ）受 託 者 は 、業 務 従 事 者 が 交 代 す る と き は 、業 務 内 容 の 引 継 ぎ 及 び 引 継

ぎ 者 の 教 育 を 行 い 、円 滑 に 委 託 業 務 を 履 行 で き る よ う に し な け れ ば な ら な

い 。  

 

第２章 業務履行 
（ 業 務 履 行 ）  

 第 １ ９ 条  受 託 者 は 、本 仕 様 書 等 に 明 示 さ れ て い な い 事 項 で あ っ て も 業 務 の

性 質 上 必 要 と な る も の は 、 自 ら の 責 任 と 負 担 で 履 行 し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 業 務 定 例 会 議 ）  

 第 ２ ０ 条  受 託 者 は 委 託 業 務 の 前 月 の 履 行 状 況 及 び そ の 他 の 事 項 に つ い て

毎 月 の 始 め に 発 注 者 と 業 務 定 例 会 議 を 開 催 す る も の と す る 。  

 

（ 業 務 改 善 提 案 ）  

 第 ２ １ 条  受 託 者 は 、委 託 業 務 の 履 行 に 際 し 最 善 の 努 力 を 行 う と と も に 、必

要 に 応 じ 業 務 の 改 善 提 案 を 発 注 者 に 行 う も の と す る 。発 注 者 は 、改 善 提 案

を 検 討 し 、 改 善 可 能 と 判 断 し た 場 合 は 実 施 を 許 可 す る 。  

 

（ 業 務 報 告 ）  

 第 ２ ２ 条  業 務 報 告 に つ い て は 、 次 の よ う に 定 め る 。  

（ １ ）受 託 者 は 委 託 業 務 の 履 行 に 係 る「 日 次 の 履 行 報 告 書 」（ 以 下「 日 報 」と

い う 。） を 作 成 し 、 速 や か に 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ）受 託 者 は 委 託 業 務 の 履 行 に 係 る「 月 次 の 履 行 報 告 書 」（ 以 下「 月 報 」と

い う 。）を 作 成 し 、業 務 定 例 会 議 ま で に 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ３ ）受 託 者 は 、受 託 者 で 処 理 で き な い 事 項 が 発 生 し た と き は 、速 や か に 発

注 者 に 連 絡 し そ の 指 示 を 受 け る と と も に「 業 務 処 理 報 告 書 」を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

  

（ 業 務 検 査 ）  

 第 ２ ３ 条  業 務 検 査 は 、 次 の よ う に 定 め る 。  
（ １ ）発 注 者 は 随 時 、受 託 者 に 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め 、検 査 す る こ と が で

き る も の と し 、受 託 者 は 発 注 者 か ら 請 求 が あ っ た と き は 、速 や か に 書 類 を

提 出 し 検 査 を 受 け る も の と す る 。  
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（ ２ ）発 注 者 は 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、随 時 、業 務 執 行 場 所 等 へ 立 入 り

検 査 を 行 う も の と す る 。  

（ ３ ）発 注 者 は 、（ ２ ）の 規 定 の ほ か 、随 時 、現 地 訪 問 等 に 同 行 し 、業 務 内 容

を 検 査 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ ４ ）受 託 者 は 、（ ２ ）及 び（ ３ ）に 規 定 す る 立 入 検 査 及 び 同 行 検 査 が あ っ た

と き は 、発 注 者 に 協 力 し 、業 務 の 処 理 状 況 及 び 処 置 手 順 等 を 説 明 す る も の

と す る 。  

（ ５ ）発 注 者 は 、検 査 の 結 果 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、書 面 に よ り 受 託

者 に 指 導 、指 示 を 行 う も の と し 、受 託 者 は そ の 指 導 、指 示 に 従 い 、速 や か

に 是 正 す る と と も に 是 正 内 容 を 明 記 し た「 業 務 処 理 報 告 書 」を 発 注 者 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 業 務 マ ニ ュ ア ル ）  

 第 ２ ４ 条  業 務 マ ニ ュ ア ル に つ い て 次 の よ う に 定 め る 。  
（ １ ）受 託 者 は 、準 備 期 間 に 発 注 者 と 協 議 の 上 、業 務 内 容 の 引 継 ぎ を 受 け た

の ち 、本 業 務 の 具 体 的 処 理 手 順 を 記 載 し た「 業 務 マ ニ ュ ア ル 」及 び「 業 務

フ ロ ー 」を 作 成 し 、発 注 者 の 承 認 を 受 け 、業 務 従 事 者 が 業 務 を 迅 速 か つ 正

確 に 履 行 で き る よ う 周 知 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、「 業 務 マ ニ ュ ア ル 」

及 び「 業 務 フ ロ ー 」に つ い て 必 要 に 応 じ 追 加 、修 正 等 を 行 い 、発 注 者 の 承

認 を 受 け た 後 、 業 務 従 事 者 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ）当 該「 業 務 マ ニ ュ ア ル 」及 び「 業 務 フ ロ ー 」の 著 作 権 は 発 注 者 に 帰 属

す る も の と す る 。ま た 、受 託 者 は 、発 注 者 及 び 発 注 者 か ら 正 当 に 権 利 を 取

得 し た 第 三 者 に 対 し 、当 該「 業 務 マ ニ ュ ア ル 」及 び「 業 務 フ ロ ー 」に 係 る

著 作 者 人 格 権 を 行 使 し な い も の と す る 。  

（ ３ ）受 託 者 は 、業 務 従 事 者 の 業 務 の 習 得 状 況 を 記 載 す る「 チ ェ ッ ク シ ー ト 」

を 作 成 し 、準 備 期 間 中 に 業 務 習 得 を 終 え る よ う に す る 。ま た 、準 備 期 間 終

了 ま で に 習 得 完 了 し た 「 チ ェ ッ ク シ ー ト 」 を 発 注 者 に 提 出 す る 。  

 

第３章 委託業務の内容 
（ 受 付 に 関 す る 業 務 ）  

 第 ２ ５ 条  受 付 に 関 す る 業 務 と は 、窓 口・電 話・イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ る 開

栓・閉 栓 受 付 や 問 い 合 わ せ 対 応 、各 種 届 出 等 の 受 付 及 び 来 客 者 対 応 等 の 業

務 で あ る 。ま た 、受 付 ホ ー ム ペ ー ジ（ 外 部 リ ン ク ）を 作 成 し 、受 付 対 応 を

す る 。  

 （ １ ） 使 用 開 始 （ 開 栓 ）・ 中 止 （ 閉 栓 ） の 受 付 業 務  

 （ ２ ） 使 用 者 変 更 、 送 付 先 変 更 等 の 受 付 業 務  

 （ ３ ） 各 種 届 出 の 受 付 業 務  

 （ ４ ） 東 庁 舎 上 下 水 道 部 受 付 と の 連 絡 調 整 業 務  

 （ ５ ） 窓 口 で の 収 納 業 務  

 （ ６ ） 納 入 相 談 及 び 納 付 誓 約 書 の 受 付 業 務  

 （ ７ ） 口 座 振 替 依 頼 書 の 受 付 業 務  

 （ ８ ） 漏 水 に よ る 水 道 料 金 等 軽 減 申 請 書 の 受 付 業 務  

 （ ９ ） 水 道 料 金 ・ 下 水 道 使 用 料 納 入 証 明 書 発 行 業 務  

 （ １ ０ ） 受 水 槽 等 清 掃 に 係 る 計 画 書 及 び 報 告 書 受 領 業 務  

 （ １ １ ）給 水 装 置・給 水 申 込 書・給 水 装 置 工 事 設 計 審 査 申 請 書 の ス キ ャ ニ ン  

グ 保 存 業 務  

  （ １ ２ ） そ の 他 各 種 問 合 せ 案 内 業 務  

 

（ 収 納 及 び 滞 納 整 理 に 関 す る 業 務 ）  

 第 ２ ６ 条  収 納 及 び 滞 納 整 理 に 関 す る 業 務 は 水 道 料 金 等 に 関 す る 収 納 事 務
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及 び 未 納 者 へ の 滞 納 整 理 に 係 る 業 務 で あ る 。  

 （ １ ） 金 融 機 関 へ の 口 座 振 替 デ ー タ の 作 成 業 務 （ 口 座 振 替 送 信 デ ー タ ）  

 （ ２ ） 口 座 振 替 の 収 納 処 理 業 務 （ 口 座 振 替 受 信 デ ー タ ）  

 （ ３ ） 歳 入 シ ス テ ム （ 銀 行 窓 口 で の 納 付 等 ） 収 納 業 務  

 （ ４ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 業 務  

 （ ５ ）納 付 書・督 促 状・口 座 振 替 済 領 収 書・お 知 ら せ 票 等 の 発 行 ス ケ ジ ュ ー

ル 表 の 作 成 業 務  

 （ ６ ） 発 行 ス ケ ジ ュ ー ル の 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 業 務  

 （ ７ ） 納 入 通 知 書 の デ ー タ 作 成 、 印 刷 及 び 発 送 業 務  

（ ８ ） 納 入 通 知 書 未 着 分 の 調 査 及 び 配 布 、 送 付 先 修 正 業 務  

（ ９ ） 口 座 振 替 不 能 の 納 入 通 知 書 の デ ー タ 作 成 、 印 刷 及 び 発 送 業 務  

 （ １ ０ ） 督 促 状 の デ ー タ 作 成 、 印 刷 及 び 発 送 業 務  

 （ １ １ ） 催 告 書 の デ ー タ 作 成 、 印 刷 及 び 発 送 業 務  

（ １ ２ ） 収 納 状 況 の 確 認 、 収 納 に 関 す る 諸 帳 票 類 等 の 作 成 及 び 整 理 業 務  

 （ １ ３ ） 長 期 未 納 者 等 の 自 宅 訪 問 及 び 収 納 業 務  

 （ １ ４ ） 未 納 者 整 理 簿 の 作 成 業 務  

 （ １ ５ ） 過 誤 納 に 関 す る 業 務  

 （ １ ６ ） 未 納 市 外 転 居 者 の 調 査 及 び 収 納 業 務  

 （ １ ７ ） 破 産 債 権 に 係 る 水 道 料 金 交 付 要 求 手 続 事 務 処 理 業 務  

 （ １ ８ ） 水 道 料 金 不 納 欠 損 関 係 書 類 作 成 業 務  

 （ １ ９ ） 受 領 印 及 び つ り 銭 の 管 理 業 務  

 （ ２ ０ ） 下 水 道 使 用 料 の 滞 納 整 理 補 助 業 務  

 

（ 給 水 装 置 の 開 栓 ・ 閉 栓 に 関 す る 業 務 ）  

 第 ２ ７ 条  給 水 装 置 の 開・閉 栓 に 関 す る 業 務 は 使 用 者 等 か ら の 届 出 に 基 づ き 、

量 水 器 の 設 置 場 所 に お い て 量 水 器 の 指 針 及 び 開 栓 時 は パ イ ロ ッ ト 停 止 を

確 認 し 、止 水 栓 の 開 栓・閉 栓 作 業 及 び 閉 栓 に 伴 う 現 地 清 算 を 行 う 業 務 で あ

る 。  

 （ １ ） 給 水 装 置 の 開 栓 ・ 閉 栓 業 務  

 （ ２ ） 閉 栓 に 伴 う 現 地 精 算 業 務  

 

（ 給 水 停 止 に 関 す る 業 務 ）  

 第 ２ ８ 条  給 水 停 止 業 務 は 、水 道 料 金 等 の 未 納 者 に 対 し 、水 道 料 金 未 納 者 に

対 す る 督 促 及 び 給 水 停 止 に 関 す る 取 扱 要 綱 に 従 い 実 施 す る 業 務 で あ る 。  

 （ １ ） 給 水 停 止 予 告 者 の デ ー タ 作 成 業 務  

 （ ２ ）「 給 水 停 止 予 告 通 知 書 」 の 作 成 及 び 発 送 業 務  

 （ ３ ） 給 水 停 止 の 実 施 及 び 解 除 業 務  

 （ ４ ） 分 納 不 履 行 者 へ の 給 水 停 止 の 実 施 及 び 解 除 業 務  

 （ ５ ） そ の 他 給 水 停 止 に 関 す る 業 務  

 

（ 検 針 に 関 す る 業 務 ）  

第 ２ ９ 条  検 針 に 関 す る 業 務 は 、 委 託 業 務 区 域 を 奇 数 月 又 は 偶 数 月 に 分 け 、

交 互 に 隔 月 検 針 を 行 う も の と す る 。た だ し 、発 注 者 の 指 示 す る も の に つ い

て は 、 毎 月 検 針 を 行 う も の と す る 。  

   検 針 日 は 原 則 ５ 日 か ら ２ ０ 日 ま で と し 、再 検 針 に つ い て は ２ ５ 日 ま で に

完 了 さ せ る も の と す る 。た だ し 、災 害 ま た は 天 候 不 良 な ど に よ り や む を え

ず 業 務 実 施 困 難 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、発 注 者 と 協 議 を 行 い 対 応 す る も の

と す る 。 業 務 項 目 は 下 記 の と お り で あ り 、 各 項 目 の 業 務 内 容 は 【 別 記 ３ 】       

の と お り と す る 。  
（ １ ） 検 針 順 路 の 作 成 及 び デ ー タ 管 理 業 務  
（ ２ ）使 用 中 及 び 中 止 中 の 量 水 器（ 水 道・下 水 道・井 戸 水 等 ）の 検 針 及 び 上
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下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 検 針 デ ー タ 入 力 業 務  
 （ ３ ） 未 検 針 デ ー タ の 確 認 及 び 処 理 業 務  
 （ ４ ） 障 害 物 等 に よ る 検 針 不 可 の 使 用 者 へ の 連 絡 及 び 検 針 （ 認 定 ） 業 務  
 （ ５ ） 新 設 分 検 針 の 現 地 調 査 及 び 検 針 業 務 従 事 者 の 選 定 業 務  
 （ ６ ） 量 水 器 の 再 検 針 、 原 因 調 査 、 報 告 及 び デ ー タ 入 力 業 務  
 （ ７ ） 無 断 使 用 の 発 見 ・ 報 告 及 び 使 用 開 始 年 月 日 の 調 査 ・ 報 告 業 務  
 （ ８ ）異 常 水 量（ 過 多・過 少 水 量 ）に 伴 う 原 因 調 査・報 告 及 び デ ー タ 入 力 業  
  務  
 （ ９ ） 量 水 器 の 破 損 ・ 不 進 行 ・ 検 定 満 期 の 量 水 器 の 報 告 業 務  
 （ １ ０ ） ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン 等 法 令 違 反 の 発 見 ・ 報 告 業 務  
 （ １ １ ） 検 針 に 関 す る 問 い 合 わ せ 及 び 苦 情 等 へ の 対 応 業 務  
 （ １ ２ ） 検 針 地 区 デ ー タ の 受 信 確 認 業 務  
 （ １ ３ ） 検 針 結 果 デ ー タ の 送 信 確 認 業 務  
 （ １ ４ ）「 使 用 水 量 の お 知 ら せ 」 の 配 布 及 び 発 送 業 務  
 （ １ ５ ）誤 検 針 等 に よ る 水 量 認 定 の 適 否 及 び 認 定 処 理 、更 正 、帳 票 類 の 作 成

業 務  
 （ １ ６ ） 宅 内 漏 水 の 疑 い の あ る 使 用 者 等 へ の 簡 易 的 な 漏 水 調 査 実 施 業 務  
 （ １ ７ ） ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル の 管 理 業 務  
 （ １ ８ ） 検 針 員 の 保 険 加 入 業 務   
 （ １ ９ ） 量 水 器 不 明 時 の 対 応 業 務  
 （ ２ ０ ） そ の 他 検 針 業 務 に 関 す る 業 務  
 

 （ 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム の 端 末 管 理 に 関 す る 業 務 ）  
 第 ３ ０ 条  上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム 端 末 管 理 と は 、調 定 確 定 処 理 、各 種 届 出 等

の 登 録 、調 定 更 正 処 理 等 を 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 し 管 理 す る 業 務 で
あ る 。  

 （ １ ） 調 定 確 定 業 務  
 （ ２ ） 調 定 に 関 す る 資 料 （ 調 定 簿 ・ 過 年 度 調 定 簿 ） 作 成 業 務  
 （ ３ ） 受 付 業 務 に 係 る 各 種 届 出 （【 別 記 ２ 】 参 照 ） の 入 力 及 び 確 認 業 務  
 （ ４ ） 開 栓 受 付 票 に よ る 開 栓 入 力 （ 受 付 入 力 ・ 本 入 力 ） 及 び 確 認 業 務  

（ ５ ） 中 止 受 付 票 に よ る 閉 栓 入 力 （ 受 付 入 力 ・ 本 入 力 ） 及 び 確 認 業 務  
 （ ６ ） 窓 口 で の 収 納 等 に 係 る 収 入 処 理 業 務  
 （ ７ ）過 誤 納 の 充 当・還 付 処 理 業 務（ 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 及 び 発

送 業 務 ）  
 （ ８ ）漏 水 軽 減 に 係 る 認 定 、入 力 及 び 充 当・還 付 処 理 業 務（ 上 下 水 道 料 金 シ

ス テ ム へ の 入 力 及 び 発 送 業 務 ）  
 （ ９ ）調 定 更 正 処 理 業 務（ 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 及 び 調 定 更 正 処 理

に 伴 い 発 生 し た 過 誤 納 ま た は 請 求 処 理 業 務 ）  
 
（ 量 水 器 取 替 依 頼 業 務 ）  
 第 ３ １ 条  量 水 器 取 替 依 頼 業 務 と は 、検 定 満 期 を 迎 え る 量 水 器 の 取 替 業 務 を

実 施 す る「 計 画 表 」を 作 成 し 、担 当 部 署 へ の 連 絡 調 整 及 び 不 進 行 等 量 水 器
の 不 良 に よ る 交 換 に 関 し て の 関 係 部 署 へ の 依 頼 を 行 う 業 務 で あ る 。  

 （ １ ） 開 栓 に 伴 う 検 定 満 期 量 水 器 取 替 業 務  
 （ ２ ） 不 進 行 等 量 水 器 の 不 良 に よ る 取 替 業 務  
 （ ３ ）（ １ ）、（ ２ ） の 量 水 器 の 取 替 時 の 指 針 デ ー タ の 入 力 業 務  
 （ ４ ） 検 定 満 期 に 伴 う 量 水 器 の 「 年 間 取 替 計 画 表 」 作 成 業 務  
 （ ５ ） 月 ご と の 「 取 替 集 計 表 」・「 取 替 一 覧 表 」・「 取 替 指 示 書 」 等 作 成 業 務  
 （ ６ ）郵 送 対 応 の 使 用 者 等 へ の「 取 替 予 告 書 」及 び「 取 替 報 告 書 」の 発 送 業

務  
 （ ７ ） 取 替 後 の 取 替 指 針 確 認 業 務  
 （ ８ ） 量 水 器 取 替 デ ー タ の 作 成 依 頼 業 務 （ 外 部 委 託 先 へ 依 頼 ）  
 （ ９ ） 量 水 器 取 替 デ ー タ の 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 反 映 業 務  
  
（ 共 同 住 宅 及 び 集 合 住 宅 集 中 検 針 に 係 る 水 道 料 金 等 徴 収 特 別 取 扱 に 関 す る 業

務 ）  
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 第 ３ ２ 条  共 同 住 宅 及 び 集 合 住 宅 集 中 検 針 に 係 る 水 道 料 金 等 徴 収 特 別 取 扱
に 関 す る 相 談 、 申 請 書 の 受 領 、 及 び 事 務 処 理 を 行 う 業 務 で あ る 。  

（ １ ）共 同 住 宅 の 水 道 料 金 等 取 扱 方 式 申 出 書 の 受 領 業 務（ 上 下 水 道 業 務 課 給
水 係 で 受 付 ）  

（ ２ ）小 牧 市 共 同 住 宅 水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 に 関 す る 契 約 に 係 る 相 談 及 び 関
係 書 類 の 受 付 及 び 審 査 業 務  

（ ３ ）小 牧 市 共 同 住 宅 水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 の 契 約 後 の 上 下 水 道 料 金 シ ス テ
ム へ の 入 力 業 務  

（ ４ ）小 牧 市 集 合 住 宅 集 中 検 針 水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 に 係 る 協 定 に 関 す る 相
談 及 び 関 係 書 類 の 受 付 及 び 審 査 業 務  

（ ５ ）小 牧 市 集 合 住 宅 集 中 検 針 水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 に 係 る 協 定 の 取 り 交 わ
し 後 の 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 業 務  

（ ６ ）集 中 検 針 に お け る 検 定 期 間 満 了 に よ る 遠 隔 メ ー タ ー 等 の 交 換 時 期 の 通
知 及 び 取 替 指 導 業 務    

（ ７ ） 売 買 等 所 有 権 移 転 に よ る 契 約 者 の 変 更 に 伴 う 再 契 約 の 通 知 業 務  
 
（ 公 共 下 水 道 使 用 料 に 関 す る 業 務 ）  
 第 ３ ３ 条  公 共 下 水 道 使 用 料 に 関 す る 業 務 と は 、公 共 下 水 道 使 用 料 の 賦 課

及 び 徴 収 に 係 る 事 務 処 理 業 務 で あ る 。  
（ １ ）公 共 下 水 道 使 用 届 の 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 業 務（ 開 始・休 止・

廃 止 ・ 再 開 ）  
（ ２ ）井 戸 水 メ ー タ ー や 排 水 メ ー タ ー（ 以 下「 私 設 メ ー タ ー 」と い う 。）設 置

時 の 処 理 業 務（ 現 地 確 認 、地 図 記 入 、管 理 番 号 シ ー ル 貼 付 、上 下 水 道 料 金
シ ス テ ム 入 力 及 び 管 理 簿 へ の 記 載 等 ）  

（ ３ ） 私 設 メ ー タ ー 廃 止 時 の 処 理 業 務 （ 現 地 確 認 、 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム  
 入 力 ）  
（ ４ ）私 設 メ ー タ ー 故 障 時 の 対 応 業 務（ 使 用 者 と の 調 整 、使 用 量 の 認 定 及 び

上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 等 ）  
（ ５ ）私 設 メ ー タ ー 取 替 処 理 業 務（ 取 替 依 頼 、現 地 確 認 、地 図 記 入 、管 理 番

号 シ ー ル 貼 付 、 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム 入 力 及 び 管 理 簿 記 載 等 ）  
（ ６ ） 毎 月 検 針 が 必 要 な 私 設 メ ー タ ー の 検 針 及 び 納 付 書 発 送 業 務  
（ ７ ） 臨 時 メ ー タ ー の 検 針 、 納 付 書 発 送 業 務  
（ ８ ） 減 量 認 定 申 告 書 に よ る 減 量 認 定 及 び 更 新 業 務 （「 減 量 認 定 事 務 取 扱 運

用 方 針 」 に よ る ）  
（ ９ ）排 出 量 申 告 書 に よ る 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム へ の 入 力 及 び 排 出 量 認 定 書

の 発 送 業 務  
（ １ ０ ） 減 量 認 定 対 象 メ ー タ ー の 現 地 確 認 業 務  
（ １ １ ）私 設 メ ー タ ー 使 用 者 の 内 、一 部 の 使 用 者 の 下 水 道 使 用 料 の 調 定 更 正

処 理 業 務  
（ １ ２ ） 排 水 区 別 有 収 水 量 の 報 告 業 務 （ 上 下 水 道 経 営 課 へ 報 告 ）  
（ １ ３ ） 特 定 排 水 の 水 量 の 報 告 業 務 （ 上 下 水 道 経 営 課 へ 報 告 ）  
（ １ ４ ）下 水 道 使 用 料 調 定 に 関 す る 資 料 の 提 出 業 務（ 上 下 水 道 経 営 課 へ 提 出 ） 
（ １ ５ ）他 市 町 村 へ の 下 水 道 排 出 量 報 告 業 務（ 下 水 の み 他 市 町 村 が 賦 課 し て

い る 物 件 が 対 象 ）  
（ １ ６ ） 破 産 債 権 に 係 る 下 水 道 使 用 料 交 付 要 求 手 続 事 務 処 理 業 務  
（ １ ７ ） 下 水 道 使 用 料 不 納 欠 損 関 係 書 類 作 成 業 務  
（ １ ８ ） そ の 他 必 要 に 応 じ た 報 告 業 務  
 

（ 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料 に 関 す る 業 務 ）  
第 ３ ４ 条  農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料 に 関 す る 業 務 は 、第 ３ ３ 条「 公 共 下 水 道  

使 用 料 に 関 す る 業 務 」 に 順 ず る も の と す る 。  
 

（ 帳 票 管 理 及 び 統 計 業 務 ）  
 第 ３ ５ 条  水 道 料 金 等 に 関 す る 帳 票 は 、 個 人 情 報 が 多 く 含 ま れ る こ と か ら 、

そ の 帳 票 の 管 理 は 慎 重 か つ 適 切 に 行 う も の と す る 。 ま た 、 水 道 料 金 等 は 、
収 入 の 大 き な 割 合 を 占 め る も の で あ り 、経 営 及 び 経 営 分 析 に 大 き な 影 響 を



 

9 
 

与 え る こ と か ら 、水 道 料 金 等 に 関 す る 情 報・資 料 を 適 切 に 作 成・管 理 す る
も の と す る 。ま た 、発 注 者 の 提 出 要 求 に 対 し て い つ で も 提 出 出 来 る 体 制・
状 況 と す る 。受 託 者 が 作 成 及 び 管 理 す る 帳 票 等 の 取 り 扱 い は 次 の と お り と
す る 。  

（ １ ） 水 道 料 金 、 下 水 道 使 用 料 の 賦 課 、 徴 収 に か か る 帳 票 類 等 の 適 切 管 理  
受 託 者 は 、水 道 料 金 、下 水 道 使 用 料 の 賦 課 、徴 収 に か か る 帳 票 類 等 を 必 要

に 応 じ て 作 成 し 適 切 に 管 理 、 保 管 す る 。  
（ ２ ） 統 計 資 料 等 の 提 供 及 び 適 切 管 理  

受 託 者 は 、発 注 者 が 作 成 す る 統 計 月 報 の 補 助 資 料 と し て 、上 下 水 道 料 金 シ
ス テ ム か ら 統 計 資 料（ 電 算 出 力 帳 票 、Ｃ Ｓ Ｖ 等 の テ キ ス ト デ ー タ ）を 作 成 し
発 注 者 に 提 出 す る と と も に 、 適 切 に 管 理 、 保 管 す る 。  

（ ３ ） 受 付 書 類 等 の 適 切 管 理  
受 託 者 は 、第 ２ ５ 条（ 受 付 に 関 す る 業 務 ）で 受 付 し 処 理 が 完 了 し た 申 請 書

類 等 を 分 類 し 適 切 に 管 理 、 保 管 す る 。  
（ ４ ） 予 算 決 算 等 資 料 の 提 供  

受 託 者 は 、発 注 者 の 指 示 に 基 づ き 、予 算 及 び 決 算 時 や 料 金 改 定 時 等 に 必 要
な 資 料 、 デ ー タ 等 を 作 成 し 提 出 す る 。  

（ ５ ） 帳 票 印 刷 物 管 理  
受 託 者 は 、業 務 に か か る 印 刷 物 の 発 注 及 び 在 庫 管 理 を 行 い 、業 務 に 必 要 な

数 量 を 確 保 し 、 業 務 を 行 う 。  

（ ６ ） 経 営 関 係 資 料 の 提 供  

受 託 者 は 、発 注 者 の 求 め に 応 じ て 上 下 水 道 経 営 審 議 会 や 小 牧 市 水 道 事 業 ビ

ジ ョ ン ・ 経 営 戦 略 の 改 訂 、 料 金 改 定 等 の 水 道 事 業 の 方 針 決 定 を 行 う う え で 、

必 要 な デ ー タ 提 供 を 行 う 。  

（ ７ ） 例 月 出 納 検 査 資 料 の 提 供  

受 託 者 は 、毎 月 実 施 さ れ る 水 道 事 業・下 水 道 事 業 の 例 月 出 納 検 査 に 必 要 な

資 料（ 前 月 の 調 定 状 況 、口 径 別 水 道 使 用 水 量・料 金 、用 途 別 使 用 水 量・料 金 、

水 道 料 金 収 入 上 位 ５ ０ 者 等 ） を 作 成 ・ 分 析 し 発 注 者 に 報 告 す る 。  

（ ８ ）そ の 他 水 道 事 業・下 水 道 事 業 が 必 要 と す る デ ー タ 等 を 発 注 者 の 求 め に 応

じ て 作 成 、 提 出 し 適 切 に 管 理 、 保 管 す る 。  

 

（ 災 害 時 等 に お け る 対 応 業 務 ）  

第 ３ ６ 条  災 害 発 生 時 な ど 緊 急 を 要 す る 場 合 に お い て は 、業 務 時 間 外 及 び 休

業 日 に か か わ ら ず 発 注 者 と 協 議 の 上 、委 託 業 務 及 び 災 害 対 応 関 連 業 務 を 行

う も の と す る 。ま た 、委 託 業 務 及 び 災 害 対 応 関 連 業 務 を 行 う 上 で 人 員 や 資

機 材 が 不 足 す る 場 合 は 、受 託 者 の 他 営 業 所 等 か ら の 応 援 体 制 を と る も の と

す る 。  

 

第４章 業務達成目標 
（ 業 務 達 成 目 標 ）  

 第 ３ ７ 条  水 道 料 金 等 の 収 納 率 は 、 次 の 数 値 を 上 回 る こ と を 目 標 と す る 。  

（ １ ） 令 和 ５ 年 度 の 水 道 料 金 収 納 率    ９ ９ ． ３ ７ パ ー セ ン ト  

現 年 度 収 納 率 は 、 翌 年 度 ５ 月 末 に お い て 当 該 年 度 に 調 定 さ れ た 水 道 料 金

（ 以 下 「 水 道 料 金 調 定 額 」 と い う 。） に 係 る 収 納 額 を 水 道 料 金 調 定 額 で 除 し

た も の に １ ０ ０ を 乗 じ て 得 ら れ た 数 値（ 小 数 点 以 下 第 ３ 位 を 切 り 上 げ ）と す

る 。  

（ ２ ） 令 和 ５ 年 度 の 下 水 道 使 用 料 収 納 率  ９ ９ ． ２ ０ パ ー セ ン ト  

現 年 度 収 納 率 は 、翌 年 度 ５ 月 末 に お い て 当 該 年 度 に 調 定 さ れ た 下 水 道 使 用

料（ 以 下「 下 水 道 使 用 料 調 定 額 」と い う 。）に 係 る 収 納 額 を 下 水 道 使 用 料 調 定

額 で 除 し た も の に １ ０ ０ を 乗 じ て 得 ら れ た 数 値（ 小 数 点 以 下 第 ３ 位 を 切 り 上

げ ） と す る 。  

（ ３ ） 業 務 達 成 目 標 に 達 し な い 場 合 は 、「 改 善 計 画 書 」 を 発 注 者 に 提 出 す る 。  
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第５章 経費負担 
（ 経 費 負 担 ）  

 第 ３ ８ 条  業 務 に 必 要 と な る 経 費 の 負 担 区 分 は 、【 別 記 ４ 】に よ る 。た だ し 、

【 別 記 ４ 】 に 記 載 の な い も の は 、 原 則 と し て 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

 

第６章 委託料の支払い 
（ 委 託 料 の 請 求 と 支 払 い ）  

 第 ３ ９ 条  受 託 者 は 、契約金額の６０分の１を毎月の業務履行後、発注者に請

求する。ただし、毎月の消費税抜き請求額に１，０００円未満の端数が生じ

る場合は、初回の消費税抜き支払い金額に含めるものとする。 

 

第７章 契約の解除 
（ 契 約 解 除 ）  

 第 ４ ０ 条  発 注 者 は 受 託 者 が 次 の 各 号 に １ つ で も 該 当 す る と 認 め ら れ る 場

合 は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 本 委 託 業 務 の 履 行 中 に 不 正 行 為 が あ っ た と き  
（ ２ ） 故 意 ま た は 重 大 な 過 失 に よ り 発 注 者 に 損 害 を 与 え た と き  
（ ３ ） 発 注 者 の 指 示 に 従 わ な い と き  
（ ４ ） 不 信 行 為 ま た は 発 注 者 の 信 用 を 失 墜 す る 行 為 が あ っ た と き  
（ ５ ） 本 委 託 業 務 を 履 行 す る こ と が 困 難 な と き  
（ ６ ） そ の 他 本 委 託 業 務 の 受 託 者 と し て 適 当 で な い と 判 断 さ れ た と き  
２ ．前 項 契 約 の 解 除 に よ り 発 注 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 、受 託 者 は そ の 一 切 の 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第８章 業務引継ぎ 
（ 契 約 期 間 満 了 又 は 契 約 解 除 に 伴 う 措 置 ）  

第 ４ １ 条  こ の 契 約 が 期 間 満 了 又 は 解 除 さ れ た 場 合 に お い て は 、契 約 書 に 定

め る ほ か 次 に 掲 げ る 措 置 を 取 ら な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 契 約 の 解 除 に 伴 う 措 置  

発 注 者 の 指 定 す る 日 ま で に 、契 約 解 除 日 ま で の 受 託 者 が 履 行 し た 業 務 に 係

る「 事 故 報 告 書 」、「 日 報 」、「 月 報 」、「 業 務 処 理 報 告 書 」等 の 報 告 書 を 発 注 者

に 提 出 す る 。  

受 託 者 が 保 管 す る 記 録 物 の う ち 発 注 者 が 必 要 と 判 断 す る も の は 、速 や か に

発 注 者 に 引 き 渡 し 、不 要 と さ れ た も の は 契 約 書 、仕 様 書 等 に 基 づ き 適 正 に 処

分 す る 。  

電 算 処 理 業 務 に 必 要 な デ ー タ 及 び デ ー タ 移 行 の 説 明 書 等 を 速 や か に 発 注

者 に 引 き 渡 す と と も に 、新 た な 受 託 者 が 円 滑 に 業 務 を 実 施 で き る よ う 、デ ー

タ の 説 明 及 び シ ス テ ム 運 用 に 関 す る 情 報 の 引 継 ぎ を 行 う 。  

（ ２ ） 契 約 の 期 間 満 了 に 伴 う 措 置  

発 注 者 の 指 定 す る 日 ま で に 、契 約 期 間 満 了 日 ま で の 受 託 者 が 履 行 し た 業 務

に 係 る「 日 報 」、「 月 報 」、「 業 務 処 理 報 告 書 」等 の 報 告 書 を 発 注 者 に 提 出 す る 。  

受 託 者 が 保 管 す る 記 録 物 の う ち 発 注 者 が 必 要 と 判 断 す る も の は 、速 や か に

発 注 者 に 引 き 渡 し 、不 要 と さ れ た も の は 契 約 、仕 様 書 等 に 基 づ き 適 正 に 処 分

す る 。  

電 算 処 理 業 務 に 必 要 な デ ー タ 及 び デ ー タ 移 行 の 説 明 書 等 を 速 や か に 発 注

者 に 引 き 渡 す と と も に 、新 た な 受 託 者 が 円 滑 に 業 務 を 実 施 で き る よ う 、デ ー

タ の 説 明 及 び シ ス テ ム 運 用 に 関 す る 情 報 の 引 継 ぎ を 行 う 。  

 

（ 原 状 回 復 ）  
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 第 ４ ２ 条  受 託 者 は 、契 約 期 間 が 満 了 し た と き 、ま た は 本 委 託 業 務 に 関 す る

契 約 が 解 除 さ れ た と き は 、速 や か に 業 務 執 行 場 所 等 の 原 状 回 復 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。た だ し 、受 託 者 が 契 約 期 間 完 了 後 、次 の 契 約 受 託 者 と な っ た 場 合 は

こ の 限 り で は な い 。な お 、前 項 原 状 回 復 に 係 る 一 切 の 費 用 は 受 託 者 の 負 担 と す

る 。  

 

第９章 その他 
（ そ の 他 の 事 項 ）  

第 ４ ３ 条  そ の 他 の 事 項 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）こ の 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 は 、発 注 者 と 受 託 者 が 協 議 の う え 決 定 す る 。

た だ し 、 軽 微 な も の に つ い て は 、 発 注 者 の 指 示 に よ る も の と す る 。  

（ ２ ）こ の 仕 様 書 中 の 発 注 者 へ の 提 出 書 類 に つ い は 任 意 様 式 と し 、提 出 前 に 発

注 者 に 確 認 の う え 作 成 し 提 出 す る 。  

 

 

【別記１】参考業務量等（令和５年度決算時数値）  

 
《 小 牧 市 の 概 要 》  

給 水 人 口   １ ４ ９ ， １ ２ ８ 人  

給 水 戸 数   ７ ０ ， ８ ５ １ 戸  

<検 針 業 務 > 

検 針 件 数             ３ ９ ９ ， １ ０ ２ 件  

水  道 （ 一 般 ）  ３ ４ ６ ， ３ ０ ７ 件  

 〃  （ 集 中 ）   ５ ２ ， １ ２ ７ 件  

井  戸          ６ ６ ８ 件   

           Ａ 地 区 （ 偶 数 月 ）    １ ８ ６ ， ６ ６ ２ 件  

Ｂ 地 区 （ 奇 数 月 ）    ２ １ ２ ， ４ ４ ０ 件  

検 針 方 法   ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル に よ る ２ 地 区 隔 月 検 針   

検 針 日 程   毎 月 ５ 日 か ら ２ ０ 日  

再 調 査 件 数   ２ ， ５ ２ ３ 件 ／ 年  

   検 針 員 の 人 数   ２ ５ 人  

 

<中 止 及 び 開 閉 栓 業 務 > 

中 止 件 数      ８ ， ４ ３ ９ 件    

開 栓 件 数    ８ ， ７ ０ ８ 件 （ う ち 時 間 外 開 栓 年 間 ５ 件 ）  

 

<納 付 書 等 送 付 件 数 > 

納 付 書 （ 当 初 ）   ９ ３ ， ５ ９ ７ 件  

口 座 振 替 不 能 分    １ ， ８ ４ ０ 件  

督 促 状   １ ５ ， ２ ０ ４ 件  

一 斉 催 告 書       １ ， ９ ０ ９ 件 （ 令 和 ４ 年 度 １ 月 実 績 ）  

給 水 停 止 予 告         ５ ３ ０ 件  

分 納 不 履 行 給 水 停 止       １ ０ ４ 件  

 

<納 入 別 収 納 状 況 > 

口 座 振 替        ２ ７ ２ ， ０ ７ ４ 件  

銀 行 、 郵 便 局 納 付     １ ４ ， １ ４ ５ 件  

コ ン ビ ニ 納 付       ８ ２ ， ８ ２ ４ 件  

キ ャ ッ シ ュ レ ス 納 付     ７ ， ７ １ ８ 件  
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<水 道 料 金 収 納 業 務 > 

調   定    額  令 和 ５ 年 度 分  ２ ， ４ ９ ２ ， ７ ７ ２ 千 円  

      (令 和 ６ 年 ３ 月 末 現 在 ) 

未   収   金  令 和 ５ 年 度 分  １ ５ ， ５ ２ ５ 千 円 、 収 納 率 ９ ９ ． ３ ８ ％  

      (令 和 ６ 年 ５ 月 末 現 在 ) 

収 納 割 合  令 和 ５ 年 度 分  口 座 振 替  ７ ２ ．２ ３ ％ 、納 付 書 ２ ７ ．７ ７ ％  

<下 水 道 使 用 料 収 納 業 務 > 

調   定    額  令 和 ５ 年 度 分  １ ， ２ ６ ４ ， ４ ５ ９ 千 円  

      (令 和 ６ 年 ３ 月 末 現 在 ) 

未   収   金  令 和 ５ 年 度 分  １ ０ ， ２ ３ １ 千 円 、 収 納 率 ９ ９ ． １ ９ ％  

      (令 和 ６ 年 ６ 月 末 現 在 ) 

      

 

<給 水 停 止 業 務 > 

給水停止対象世帯数       ５ ３ ９ 世 帯  

給水停止執行世帯数       ２ ２ ０ 世 帯  

給 水 停 止 方 法    止 水 栓 を 止 め 、 キ ャ ッ プ を す る  

給 水 停 止 回 数    年 10 回 実 施 （ 3,4 月 除 く ）  

 

<分 納 不 履 行 停 水 > 

給水停止対象世帯数       １ ２ ０ 世 帯  

給水停止執行世帯数        ７ １ 世 帯  

給 水 停 止 方 法     止 水 栓 を 止 め 、 キ ャ ッ プ を す る  

分納不履行給水停止回数        年 12 回 実 施  
 
 
【別記２】各種届出書類及びその処理内容  
 

№  書 類 名  内 容  

(1) 給 水 装 置 使 用 開 栓 受 付 票  

電 話・FAX・窓 口・イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で
受 付 し 、 受 付 票 を 発 行 す る 。 受 付 票 に
必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 実 施 日 の 棚 に 分
類 す る 。 依 頼 内 容 に 応 じ て 指 示 事 項 を
追 加 す る 。 原 則 当 日 開 栓 は 受 付 し な い
が や む を 得 な い 場 合 は 受 付 し 中 止 ・ 開
栓 作 業 員 に 指 示 を 出 す 。 開 栓 情 報 を 上
下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(2) 給 水 装 置 使 用 中 止 受 付 票  

電 話・FAX・窓 口・イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で
受 付 し 、 受 付 票 を 発 行 す る 。 受 付 票 に
必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 実 施 日 の 棚 に 分
類 す る 。 依 頼 内 容 に 応 じ て 指 示 事 項 を
追 加 す る 。 閉 栓 情 報 を 上 下 水 道 料 金 シ
ス テ ム に 入 力 す る 。  

(3) 
開 閉 栓 を 伴 わ な い 名 義 変
更 及 び 送 付 先 変 更 届  

相 続 ・ 親 族 間 で の 使 用 者 名 変 更 ・ 社 名
変 更 ・ 送 付 先 の 変 更 及 び 口 座 振 替 解 除
等 の 依 頼 時 に 受 付 し（ 電 話・FAX・窓 口・
イ ン タ ー ネ ッ ト ） 変 更 届 に 転 記 又 は 記
入 し て も ら う 。 依 頼 内 容 に 応 じ て 上 下
水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(4) 給 水 装 置 所 有 者 変 更 届  
給 水 係 の 受 付 後 、 届 出 内 容 ご と に 上 下
水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(5) 給 水 装 置 使 用 者 廃 止 届  給 水 係 の 受 付 後 、 届 出 内 容 ご と に 上 下
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水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(6) 給 水 装 置 位 置 変 更 届  
給 水 係 の 受 付 後 、 届 出 内 容 ご と に 上 下
水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(7) 給 水 装 置 口 径 変 更 届  
給 水 係 の 受 付 後 、 届 出 内 容 ご と に 上 下
水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(8) 量 水 器 交 付 申 請 書  

新 設 の 量 水 器 の 交 付 申 請 。 給 水 係 が 受
付 し 、 量 水 器 の 交 付 が さ れ た 後 申 請 書
を 受 領 し 必 要 に 応 じ 止 水 バ ル ブ を 交 付
す る 。 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す
る 。  

(9) 量 水 器 設 置 届  
量 水 器 交 付 申 請 書 に 併 せ て 提 出 さ れ
る 。上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。 

(10) 
給 水 装 置 新 設 開 栓 調 書（ 量
水 器 交 付 申 請 書 用 ）  

量 水 器 交 付 申 請 書 に 併 せ て 提 出 さ れ
る 。上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。 

(11) 
給 水 装 置 新 設 開 栓 調 書（ 給
水 装 置 位 置 変 更・口 径 変 更
届 用 ）  

給 水 装 置 位 置 変 更 ・ 口 径 変 更 届 に 併 せ
て 提 出 さ れ る 。 必 要 に 応 じ て 上 下 水 道
料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(12) 口 座 振 替 依 頼 書  

使 用 者 等 か ら 送 付 さ れ た 依 頼 書 を 受 付
し 審 査 し た の ち 、 各 金 融 機 関 に 送 付 す
る 。 各 金 融 機 関 で 審 査 が 完 了 し 返 送 さ
れ た 依 頼 書 に 基 づ き 上 下 水 道 料 金 シ ス
テ ム に 入 力 す る 。  

(13) 
水 道 料 金・下 水 道 使 用 料 納
入 証 明 書  

本 人 で あ れ ば 本 人 確 認 書 類（ 免 許 証 等 ）
代 理 人 で あ れ ば 委 任 状 及 び 代 理 人 の 本
人 確 認 書 類 を 確 認 し 依 頼 内 容 に 応 じ た
証 明 書 を 発 行 す る 。  

(14) 水 道 料 金 等 軽 減 申 請 書  

申 請 内 容 を 審 査 し 地 中 、 壁 内 、 床 下 の
給 水 管 か ら の 漏 水 で あ る こ と を 確 認 し
た ら 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 し 処
理 す る 。（ 更 正・還 付 又 は 充 当 処 理 、軽
減 決 定 通 知 の 送 付 等 ） 軽 減 対 象 外 と な
っ た 場 合 は 却 下 通 知 を 送 付 す る 。  

(15) 
小 牧 市 集 合 住 宅 集 中 検 針
水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 メ
ー タ ー 取 換 報 告 書  

受 付 後 、 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に よ り
交 換 日 、 指 針 等 の 入 力 処 理 を す る 。  

(16) 
小 牧 市 集 合 住 宅 集 中 検 針
水 道 料 金 徴 収 特 別 取 扱 集
中 検 針 盤 取 換 報 告 書  

受 付 後 、 交 換 日 を 記 録 し 、 次 回 交 換 指
導 の た め デ ー タ 管 理 を す る 。  

(17) 
小 牧 市 共 同 住 宅 水 道 料 金
徴 収 特 別 取 扱 戸 数 変 更 届  

共 同 住 宅 の 入 居 戸 数 が 変 更 に な っ た 場
合 、 水 道 料 金 徴 収 管 理 人 よ り 提 出 さ れ
る 。 登 録 戸 数 に よ り 料 金 が 変 動 す る た
め 受 付 後 、 次 回 検 針 よ り 適 用 さ れ る よ
う 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(18) 受 水 槽 清 掃 計 画 書・報 告 書  

主 に 県 営 ・ 市 営 住 宅 の 受 水 槽 清 掃 の 受
託 業 者 よ り 提 出 さ れ る 。 清 掃 業 務 の 完
了 後 臨 時 水 道 単 価 で 水 道 料 金 を 算 定
し 、 発 注 者 に 報 告 後 、 発 行 さ れ た 納 付
書 を 送 付 す る 。  

(19) 公 共 下 水 道 使 用 開 始 届  
排 水 係 の 受 付 後 、 内 容 に 応 じ て 上 下 水
道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 す る 。  

(20) 排 出 量 申 告 書  

工 場 等 の 使 用 水 量 の う ち 製 品 化 す る 際
に 蒸 発 等 で 下 水 道 に 流 さ な い 水 量 分 を
減 量 認 定 取 扱 運 用 方 針 に 従 い 排 出 量 を
認 定 し 、 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力
す る 。 排 出 量 認 定 書 を 送 付 す る 。  
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(21) 減 量 認 定 申 告 書  

４ 年 ご と に 減 量 認 定 の 更 新 が 必 要 。 申
告 に 基 づ き 減 量 認 定 通 知 書 を 送 付 す
る 。 減 量 認 定 の 更 新 に 基 づ き 排 出 量 申
告 書 が 提 出 さ れ る 。  

 
 

【別記３】検針に関する業務項目及び業務内容  
 

№  業 務  業 務 内 容  

(1) 
検 針 順 路 の 作 成 及 び
デ ー タ 管 理 業 務  
 

量 水 器 交 付 申 請 書 お よ び 設 置 届 に て 上 下 水 道
料 金 シ ス テ ム に 入 力 さ れ た 、 新 規 メ ー タ ー 設
置 状 況 に 基 づ き 検 針 順 路 を 作 成 し デ ー タ 管 理
す る 。  

(2) 

使 用 中 及 び 中 止 中 の

量 水 器 (水 道 ・ 下 水 ・

井 戸 )の 検 針 及 び シ ス

テ ム へ の デ ー タ 入 力

業 務  

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 内 メ ー タ ー 番 号 と 現 地 メ
ー タ ー 番 号 の 一 致 を 確 認 し 、 指 針 を 正 確 に ハ
ン デ ィ タ ー ミ ナ ル に 入 力 し 、 間 違 い の な い よ
う 検 針 を お こ な う 。  

(3) 
未 検 針 デ ー タ の 確 認
及 び 処 理 業 務  

未 検 針 デ ー タ を 確 認 し 、 検 針 漏 れ が な い よ う
に す る 。  

(4) 

障 害 物 等 に よ る 検 針
不 可 の 使 用 者 へ の 連
絡 、 検 針 （ 認 定 ） 業
務  

数 回 訪 問 等 を 行 っ た う え で 、 や む を 得 ず 認 定
水 量 ま た は 使 用 者 か ら の 申 告 を 受 け た 指 針 と
す る 場 合 は 、 経 過 、 理 由 等 を 上 下 水 道 料 金 シ
ス テ ム に 詳 細 に 入 力 し 報 告 す る こ と 。 認 定 水
量 と す る 場 合 は 、 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム よ り
再 検 針 入 力 を 行 い 、 使 用 水 量 の お 知 ら せ を 送
付 す る 。  

(5) 
新 設 分 検 針 の 現 地 調
査 及 び 検 針 業 務 従 事
者 選 定 業 務  

所 在 地 及 び 番 地 等 に よ り 検 針 区 を 確 認 し 、 誤
り の な い よ う 担 当 検 針 員 に 振 り 分 け る 。  

(6) 
量 水 器 の 再 検 針 、 原
因 調 査 、 報 告 及 び デ
ー タ 入 力 業 務  

使 用 者 か ら 量 水 器 の 異 常 の 疑 い 等 に 関 し て 相
談 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 対 応 し 、 経 過 を
上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 し 報 告 す る 。  

(7) 
無 断 使 用 の 発 見 ・ 報
告 及 び 使 用 開 始 年 月
日 の 調 査 ・ 報 告 業 務  

閉 栓 中 に も か か わ ら ず 検 針 水 量 が 増 加 し た 場
合 は 、 速 や か に 状 況 調 査 を 行 い 、 使 用 者 を 特
定 し た の ち 開 栓 受 付 票 を 作 成 、 開 栓 入 力 し 、
報 告 す る 。  

(8) 

異 常 水 量 (過 多 水 量 ・

過 少 水 量 )に 伴 う 原 因

調 査 ・ 報 告 及 び デ ー

タ 入 力 業 務  

検 針 後 打 ち 出 さ れ る Ｈ Ｔ 取 込 デ ー タ チ ェ ッ ク
リ ス ト に て 異 常 水 量 が な い か 確 認 し 、 必 要 に
応 じ て 使 用 者 に 使 用 状 況 等 の 聞 き 取 り を 行
い 、 経 過 の 報 告 を す る と 共 に 上 下 水 道 料 金 シ
ス テ ム に 入 力 す る 。  

(9) 
量 水 器 の 破 損 ・ 不 進
行 ・ 検 定 満 期 の 量 水
器 の 報 告 業 務  

現 地 状 況 を 確 認 し 、 使 用 者 と の 調 整 を 行 っ た
う え で 、 量 水 器 取 替 依 頼 書 を 作 成 し 、 す み や
か に 報 告 す る 。  

(10) 
ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン
等 法 令 違 反 の 発 見 ・
報 告 業 務  

業 務 実 施 に あ た り 関 係 法 令 、 小 牧 市 水 道 給 水
条 例 及 び 関 係 規 程 を 熟 知 し 、 法 令 違 反 が あ っ
た 場 合 は す み や か に 状 況 を 報 告 す る 。  



 

15 
 

(11) 
検 針 に 関 す る 問 い 合
わ せ 及 び 苦 情 等 へ の
対 応 業 務  

委 託 業 務 に 関 し て 寄 せ ら れ た 苦 情 等 は 、 自 己
の 責 任 に お い て 誠 意 を 持 っ て 対 応 し 、 十 分 な
説 明 を 行 い 合 意 が 得 ら れ る よ う 解 決 す る こ と  
苦 情 を 受 け た 場 合 は 「 苦 情 処 理 日 報 」 を 作 成
し 報 告 す る 。  

(12) 
検 針 地 区 デ ー タ の 受
信 確 認 業 務  

検 針 前 、 必 ず 検 針 デ ー タ 受 信 内 容 に 不 備 が な
い か 確 認 す る 。  

(13) 
検 針 結 果 デ ー タ の 送
信 確 認 業 務  

検 針 後 、 必 ず 検 針 デ ー タ 送 信 内 容 に 不 備 が な
い か 確 認 す る 。  

(14) 
｢使 用 水 量 の お 知 ら
せ ｣の 配 布 及 び 発 送 業
務  

検 針 時 、 使 用 者 の ポ ス ト に 間 違 い の な い よ う
確 実 に 投 函 し 、 再 発 行 依 頼 が あ っ た 場 合 に つ
い て は す み や か に 対 応 す る 。  
別 の 場 所 へ の 送 付 希 望 の 場 合 は 、 検 針 月 の 翌
月 初 め に ま と め て 発 送 と し 、 そ の 取 り ま と め
準 備 を 行 う 。  

(15) 

誤 検 針 等 に よ る 水 量
認 定 の 適 否 及 び 認 定
処 理 更 正 、 帳 票 類 の
作 成 業 務  

誤 検 針 等 に よ り 前 月 ま で の 調 定 に 更 正 が 必 要
と な っ た 場 合 は 、 使 用 者 と 調 整 を 行 っ た う え
で 、 更 正 処 理 を 行 う こ と 、 ま た 、 経 過 に つ い
て 上 下 水 道 料 金 シ ス テ ム に 入 力 し す み や か に
報 告 す る 。  

(16) 
宅 内 漏 水 の 疑 い の あ
る 使 用 者 へ の 簡 易 的
な 漏 水 調 査 実 施 業 務  

宅 内 漏 水 の 疑 い が あ る 物 件 に つ い て 現 地 に 赴
き 簡 易 的 な 漏 水 調 査 を 行 う 。  
漏 水 箇 所 が 特 定 可 能 な 場 合 は 指 定 工 事 店 、 漏
水 調 査 業 者 の 紹 介 、 漏 水 減 免 制 度 等 に つ い て
説 明 を 行 う 。  

(17) 
ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル
の 管 理 業 務  

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 及 び 予 備 バ ッ テ リ ー は 適
正 に 管 理 し 、 検 針 前 、 後 で ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ
ル 台 数 及 び 予 備 バ ッ テ リ ー の 確 認 を 行 う 。  

(18) 
検 針 員 の 保 険 加 入 業
務  

必 ず 検 針 業 務 上 必 要 と な る 保 険 に 加 入 し 、 事
故 が あ っ た 場 合 に つ い て は す み や か に 対 応 す
る 。  

(19) 
量 水 器 不 明 時 の 対 応
業 務  

関 係 者 へ の ヒ ア リ ン グ 等 に よ り 量 水 器 の 所 在
が 確 認 で き る 場 合 は 量 水 器 回 収 の 指 示 及 び 連
絡 を す る 。 現 位 置 不 明 の 場 合 、 給 水 申 込 書 等
資 料 を 確 認 し 該 当 範 囲 に つ い て 金 属 探 知 機 等
に よ り 確 認 調 査 を 実 施 す る 。  

(20) そ の 他  
仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 協 議 の
う え 処 理 す る も の と す る  

 
 

【別記４】経費の区分  
発 注 者 が 負 担 す る 経 費  

                
経 費 項 目  

経 費 の 例 示  

事 務 所 維 持 管 理
経 費  

１  光 熱 水 費 （ 電 気 料 金 、 水 道 料 金 、 下 水 道 使 用 料 、 ガ ス 料 金 ）  

２  セ キ ュ リ テ ィ 費 （ 委 託 業 務 に 関 わ る 警 備 、 防 犯 対 策 は 除 く ）  

３  通 信 費 （ 固 定 電 話 、 FAX）  

４  備 品 費 （ 机 、 椅 子 、 ロ ッ カ ー 等 事 務 所 内 に あ る 既 存 物 ）  

５  清 掃 費 （ 庁 舎 管 理 に 伴 う 共 有 部 分 ）  

６  事 務 所 地 代 家 賃  
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７  そ の 他 事 務 所 維 持 管 理 に 必 要 な 経 費  

収 納 関 係 手 数 料  

１  口 座 振 替 手 数 料  

２  コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 代 行 手 数 料  

３  郵 便 振 替 手 数 料  

４  そ の 他  収 納 に 関 す る 手 数 料  

料 金 等 シ ス テ ム
関 係 経 費  

１  
料 金 等 シ ス テ ム 及 び 料 金 等 シ ス テ ム 関 連 機 器 の 維 持 管 理 に 関 わ
る 経 費  

２  
シ ス テ ム 用 端 末 及 び 周 辺 機 器（ プ リ ン タ ー 及 び シ ー ラ ー 等 ）に 関
わ る 経 費  

３  
ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 等 検 針 に 要 す る 機 器 お よ び そ の 周 辺 機 器 に
関 わ る 経 費  

４  そ の 他 料 金 等 シ ス テ ム 運 用 に 関 わ る 経 費  

郵 送 料  １  郵 送 料 （ 納 入 通 知 書 、 督 促 状 催 告 等 ）  
参 考  
【 別 記 ５ 】 

 
受 託 者 が 負 担 す る 経 費  

経 費 項 目  経 費 の 例 示  

通 信 運 搬 費  １  電 話 代 （ 携 帯 電 話 ）  

印 刷 関 係 経 費  

１  

直 納 令 書 、 督 促 状 、ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 用 ロ ー ル 紙 、
サ ー マ ル ペ ー パ ー 、再 発 行 令 書 、窓 空 き 封 筒 エ ル コ ン
付 （ 無 印 ・ 郵 便 区 内 特 別 ）、 長 形 窓 空 き 封 筒 （ 通 常 ・
督 促 用 ）、量 水 器 取 替 指 示 書 、水 道 使 用 量 の お 知 ら せ 、
返 信 用 封 筒 、口 座 振 替 依 頼 書 、収 納 合 計 票 、収 納 日 報  

参 考  
【 別 記 ６ 】  

２  
直 納 令 書 、督 促 状 、再 発 行 令 書 等 作 成 、印 刷 に 関 わ る
経 費  

参 考  
【 別 記 ５ 】 

３  そ の 他 必 要 な 通 知 書  、 帳 票 、 周 知 ・ 通 知 文  

車 両 等 関 係 経 費  

１  業 務 用 車 両 等 の 調 達 に 関 わ る 経 費  

２  業 務 用 車 両 等 の 駐 車 場 の 賃 借 料  

３  車 検 及 び 定 期 点 検 費  

４  燃 料 費  

５  損 害 保 険 料  

６  そ の 他 業 務 車 両 等 維 持 管 理 に 関 わ る 経 費  

保 険 料   委 託 業 務 従 事 者 各 種 保 険 及 び 委 託 業 務 に 伴 う 賠 償 責 任 保 険  

事 務 関 係 備 品   
委 託 者 が 貸 与 す る 固 定 電 話 、FAX、事 務 机 、椅 子 、ロ ッ カ ー 等 の 備
品 以 外 の 備 品（ 例：Ｏ Ａ 機 器 、携 帯 電 話 、貸 与 備 品 以 外 の 事 務 机 、
椅 子 、 金 庫 、 Ｆ Ａ Ｘ 、 追 加 電 話 機 等 ) 

被 服 費   業 務 に 関 わ る 従 業 員 用 被 服 （ 制 服 、 名 札 、 雨 具 、 防 寒 着 等 ）  

そ の 他 経 費   委 託 者 と 受 託 者 と の 協 議 に よ り 必 要 と 認 め る 事 務 経 費  
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【 別 図 】 業 務 執 行 場 所  

 

【別記５】令和５年度の発送実績

⑧給水
停止

⑨分納
不履行

⑩催告

郵送日 枚数 郵送日 枚数 郵送日 枚数 郵送日 枚数 郵送日 枚数 郵送日 枚数 郵送日 枚数 枚数 枚数 枚数

R4年度.1月処理 － － － － － － － － － － － － － － － － 1,909

R5年度.4月処理 R5.4.12 115 R5.4.6 705 R5.4.6 4,144 R5.4.6 266 R5.4.6 139 R5.4.12 7,756 R5.4.12 1,252 － 2 4

R5年度.5月処理 R5.5.12 153 R5.5.9 496 R5.5.9 3,484 R5.5.9 285 R5.5.9 193 R5.5.12 7,717 R5.5.12 1,270 41 2 6

R5年度.6月処理 R5.6.9 86 R5.6.6 466 R5.6.6 4,171 R5.6.6 279 R5.6.6 184 R5.6.9 7,871 R5.6.9 1,346 51 6 153

R5年度.7月処理 R5.7.12 78 R5.7.6 458 R5.7.6 3,425 R5.7.6 235 R5.7.6 189 R5.7.12 7,699 R5.7.12 1,233 55 10 219

R5年度.8月処理 R5.8.10 102 R5.8.4 432 R5.8.4 4,177 R5.8.4 233 R5.8.4 138 R5.8.10 7,908 R5.8.10 1,197 49 16 150

R5年度.9月処理 R5.9.12 82 R5.9.6 368 R5.9.6 3,444 R5.9.6 215 R5.9.6 127 R5.9.12 7,686 R5.9.12 1,286 43 6 16

R5年度.10月処理 R5.10.12 111 R5.10.5 433 R5.10.5 4,178 R5.10.5 249 R5.10.5 131 R5.10.12 7,905 R5.10.12 1,232 43 10 12

R5年度.11月処理 R5.11.10 104 R5.11.7 421 R5.11.7 3,473 R5.11.7 232 R5.11.7 131 R5.11.10 7,725 R5.11.10 1,325 66 10 8

R5年度.12月処理 R5.12.12 87 R5.12.6 437 R5.12.6 4,176 R5.12.6 252 R5.12.6 162 R5.12.12 7,949 R5.12.12 1,261 59 12 3

R5年度.1月処理 R6.1.16 73 R6.1.10 396 R6.1.10 3,448 R6.1.10 241 R6.1.10 157 R6.1.16 7,669 R6.1.16 1,282 56 10 9

R5年度.2月処理 R6.2.9 115 R6.2.6 385 R6.2.6 4,231 R6.2.6 272 R6.2.6 129 R6.2.9 8,008 R6.2.9 1,221 67 13 2

R5年度.3月処理 R6.3.12 134 R6.3.6 413 R6.3.6 3,460 R6.3.6 247 R6.3.6 160 R6.3.12 7,704 R6.3.12 1,299 － 7 2

年合計 － 1,240 － 5,410 － 45,811 － 3,006 － 1,840 － 93,597 － 15,204 530 104 2,493

月平均 - 103 - 451 - 3,818 - 251 - 153 - 7,800 - 1,267 －

⑦督促状

年間合計

169,235

①中止後直納
納付書第１回

②中止後直納
納付書第２回

③水道使用量の
お知らせはがき

④口振済
お知らせはがき

⑤口振不能
直納納付書

⑥直納納付書

【別記６】年間印刷枚数実績

印刷物 Ｒ５実績 Ｒ４実績 Ｒ３実績
直納令書 52,000 枚 153,200 枚 100,000 枚
督促状 8,000 枚 26,200 枚 枚
ハンディーターミナル用打ち出しロール紙 2,000 巻 5,002 巻 3,400 巻
再発令書 12,000 枚 42,200 枚 30,000 枚
窓空き封筒エルコン付（無印） 14,000 枚 枚 20,000 枚
窓空き封筒エルコン付（郵便区内特別） 枚 枚 枚
⻑形窓なし封筒 20,000 枚 枚 枚
角２封筒 500 枚 枚 枚
量⽔器取替指⽰書（メーター取替データ作成票）：6〜11⽉使用 9,000 枚 枚 3,000 枚
⽔道使用量のお知らせ 30,000 枚 64,100 枚 40,000 枚
返信用封筒 5,000 枚 10,000 枚 4,000 枚
口座振替依頼書 7,000 枚 枚 枚
収納合計票 10,000 枚 6,000 枚 6,000 枚
収納日報 冊 冊 冊


